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(57)【要約】
【課題】結晶粒粗大化防止特性に優れ、さらに被削性および低サイクル疲労特性に優れた
熱間圧延棒線材を提供する。
【解決手段】質量％で、Ｃ：０．１３～０．４０％、Ｓｉ：０．０１～１．５％、Ｍｎ：
１．０～２．０％、Ｓ：０．０１５～０．０４０％未満、Ｃｒ：０．０１～１．６％、Ａ
ｌ：０．０１０～０．０４５％およびＮ：０．０１０～０．０２５％、Ｂｉ：０．０００
１～０．０１００％を含有するとともに、残部がＦｅおよび不純物からなり、更に、Ｐお
よびＯがそれぞれ、Ｐ：０．０５％以下およびＯ：０．０００５～０．００４０％であり
、ＭｎおよびＳの含有量が下記の式（１）を満たし、鋼材の圧延方向と平行な断面におい
て硫化物の円相当径が２μｍ未満のものの存在密度が３００個／ｍｍ２以上である熱間圧
延棒線材。
［Ｍｎ］≧８．４×［Ｓ］＋０．９・・・（１）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
Ｃ：０．１３～０．４０％、
Ｓｉ：０．０１～１．５％、
Ｍｎ：１．０～２．０％、
Ｓ：０．０１５～０．０４０％未満、
Ｃｒ：０．０１～１．６％、
Ａｌ：０．０１０～０．０４５％および
Ｎ：０．０１０～０．０２５％、
Ｂｉ：０．０００１～０．０１００％
を含有するとともに、残部がＦｅおよび不純物からなり、
　更に、ＰおよびＯがそれぞれ、
Ｐ：０．０５％以下および
Ｏ：０．０００５～０．００４０％であり、
　ＭｎおよびＳの含有量が下記の式（１）を満たし、
　鋼材の圧延方向と平行な断面において硫化物の円相当径が２μｍ未満のものの存在密度
が３００個／ｍｍ２以上であることを特徴とする熱間圧延棒線材。
［Ｍｎ］≧８．４×［Ｓ］＋０．９・・・（１）
【請求項２】
　更に、質量％で、
Ｎｂ：０．０５％以下（０を含む）、
Ｍｏ：１．０％以下、
Ｎｉ：１．０％以下、
Ｔｉ：０．０１％以下、
Ｃｕ：０．４０％以下、
Ｖ：０．３０％以下、
Ｂ：０．０２％以下及び
Ｍｇ：０．００３５％以下
からなる群から選択される１種または２種以上を含有することを特徴とする請求項１記載
の熱間圧延棒線材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱間圧延棒線材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機械構造用鋼は、産業用機械、建設用機械、軸受部品、および、自動車に代表される輸
送用機械、等の機械部品に用いられる。機械構造用鋼は一般的に、熱間鍛造により粗加工
された後、切削加工されて所定の形状を有する機械部品に仕上げられる。この機械部品に
おいて、特に高強度が要求される部品には、従来、９３０℃前後の浸炭ガス雰囲気中で浸
炭処理されてきた。
【０００３】
　なお、上記９３０℃前後の浸炭温度においてＡｌＮは比較的安定であるので、従来の肌
焼鋼には適量のＡｌとＮが含有されており、このＡｌとＮを浸炭処理の前にＡｌＮとして
析出させオーステナイトのピン止め粒子として用いることによって、粗粒化の発生を抑制
することが行われてきた。
【０００４】
　一方、処理時間の短縮のために、最近では、１０００℃を超えるような高温で浸炭処理
することが検討されている。これは、例えば１０５０℃で浸炭すれば、９３０℃で浸炭す
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る場合に比べて処理時間を１／３～１／４に短縮することができるからである。
【０００５】
　上記の問題を解決するために、微細なＡｌＮやＮｂ（ＣＮ）などのピン止め作用を利用
した種々の高温浸炭用鋼が提案されている。
【０００６】
　特許文献１は、Ａｌ、ＴｉおよびＮｂを含有する炭化物、窒化物および炭窒化物の個数
分布を制御することにより結晶粒粗大化特性に優れ、さらに低サイクル特性に優れる鋼を
提案している。
【０００７】
　特許文献２は、Ｔｉ、ＮｂおよびＭｏを含有する炭化物、窒化物および炭窒化物の個数
分布を制御することにより、結晶粒粗大化特性に優れる鋼を提案している。
【０００８】
　特許文献３は、ＡｌおよびＴｉを含有する炭化物、窒化物および炭窒化物の個数分布を
制御することにより、結晶粒粗大化特性に優れ、さらに転動疲労寿命に優れる鋼を提案し
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第４８０７９４９号公報
【特許文献２】特許第５３５０１８１号公報
【特許文献３】特許第４５０２９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１は、被削性について言及しておらず、熱間加工後の素材にＴ
ｉ系析出物が多量に析出した場合、素材が硬くなりすぎ、被削性が低下する恐れがある。
　また、特許文献２は、特許文献１と同様に被削性に言及しておらず、熱間加工後の素材
にＴｉ系析出物が多量に析出した場合、素材が硬くなりすぎ、被削性が低下する恐れがあ
る。さらに、浸炭焼入れ後の芯部硬さに言及しておらず、芯部硬さが必要な低サイクル疲
労特性に劣る可能性がある。
　また、特許文献３は、特許文献１と同様に被削性に言及しておらず、熱間加工後の素材
にＴｉ系析出物が多量に析出した場合、素材が硬くなりすぎ、被削性が低下する恐れがあ
る。この鋼は、転動疲労寿命に考慮されたもので、低サイクル疲労特性向上に配慮されて
いない。
【００１１】
　また、特許文献１～３で提案されている鋼は、高温で浸炭処理する場合には、ピン止め
粒子（ＡｌＮなど）の一部がマトリックス（素地）に固溶・粗大化してピン止め効果が低
下するため、粗粒化が起こる可能性もありうる。
【００１２】
　本発明は、上記現状に鑑みなされたもので、結晶粒粗大化防止特性に優れ、さらに被削
性および低サイクル疲労特性に優れた熱間圧延棒線材を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、肌焼鋼に関する研究および検討の結果、以下の知見を得た。
【００１４】
（ａ）きわめて微量のＢｉ添加によって浸炭中のピン止め粒子（ＡｌＮなど）の固溶・粗
大化を抑制することができ、粗大粒の発生を抑制することができることを明らかにした。
【００１５】
（ｂ）切削は切りくずを分離する破壊現象であり、それを促進させるにはマトリックスを
脆化させることが一つのポイントである。硫化物を微細分散させることにより、破壊を容



(4) JP 2017-115190 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

易にして、切りくず処理性が向上する。すなわち、硫化物が大きく少数分散していると、
切りくず分離の起点となる硫化物の間隔が長くなり、結果として切りくずが長くなりやす
くなる。
【００１６】
（ｃ）鋼材中の硫化物は、凝固前（溶鋼中）または凝固時に晶出することが多く、硫化物
の大きさは、凝固時の冷却速度に大きく影響を受ける。また、連続鋳造鋳片の凝固組織は
、通常はデンドライト形態を呈しており、このデンドライトは、凝固過程における溶質元
素の拡散に起因して形成され、溶質元素は、デンドライトの樹間部において濃化する。Ｍ
ｎは、樹間部において濃化し、ＭｎＳが樹間に晶出する。
【００１７】
（ｄ）硫化物を微細に分散させるには、デンドライトの樹間の間隔を短くする必要がある
。デンドライトの１次アーム間隔に関する研究は従来から行われており、下記の非特許文
献によれば、式（Ａ）で表すことができる。
【００１８】
　λ∝（Ｄ×σ×ΔＴ）０．２５・・・（Ａ）
【００１９】
　ここで、λ：デンドライトの１次アーム間隔（μｍ）、Ｄ：拡散係数（ｍ２／ｓ）、σ
：固液界面エネルギー（Ｊ／ｍ２）、ΔＴ：凝固温度範囲（℃）である。
【００２０】
　非特許文献：W.Kurz and D.J.Fisher著、「Fundamentals of Solidification」、Trans
 Tech Publications Ltd., (Switzerland)、１９９８年、ｐ．２５６
【００２１】
　この式（Ａ）から、デンドライトの１次アーム間隔λは、固液界面エネルギーσに依存
しており、このσを低減させることができればλが減少することがわかる。λを減少させ
ることができれば、デンドライト樹間に晶出するＭｎＳサイズを低減させることができる
。
【００２２】
　なお、ＭｎＳとは、純粋なＭｎＳのみならず、ＭｎＳを主体に含み、Ｆｅ、Ｃａ、Ｔｉ
、Ｚｒ、Ｍｇ、ＲＥＭ等の硫化物がＭｎＳと固溶または結合して共存している介在物や、
ＭｎＴｅのようにＳ以外の元素がＭｎと化合物を形成してＭｎＳと固溶・結合して共存し
ている介在物や、酸化物を核として析出した上記介在物が含まれるものであり、化学式で
は、（Ｍｎ、Ｘ）（Ｓ、Ｙ）（ここで、Ｘ：Ｍｎ以外の硫化物形成元素、Ｙ：Ｓ以外でＭ
ｎと結合する元素）として表記できるＭｎ硫化物系介在物を総称して言うものである。
【００２３】
　本発明は、上記の知見に基づいて完成されたものであり、その要旨は、下記（１）、（
２）に示す熱間圧延棒線材にある。
【００２４】
（１）質量％で、
Ｃ：０．１３～０．４０％、
Ｓｉ：０．０１～１．５％、
Ｍｎ：１．０～２．０％、
Ｓ：０．０１５～０．０４０％未満、
Ｃｒ：０．０１～１．６％、
Ａｌ：０．０１０～０．０４５％および
Ｎ：０．０１０～０．０２５％、
Ｂｉ：０．０００１～０．０１００％
を含有するとともに、残部がＦｅおよび不純物からなり、
　更に、ＰおよびＯがそれぞれ、
Ｐ：０．０５％以下および
Ｏ：０．０００５～０．００４０％であり、
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　ＭｎおよびＳの含有量が下記の式（１）を満たし、
　鋼材の圧延方向と平行な断面において硫化物の円相当径が２μｍ未満のものの存在密度
が３００個／ｍｍ２以上であることを特徴とする熱間圧延棒線材。
［Ｍｎ］≧８．４×［Ｓ］＋０．９・・・（１）
【００２５】
（２）更に、質量％で、
Ｎｂ：０．０５％以下（０を含む）、
Ｍｏ：１．０％以下、
Ｎｉ：１．０％以下、
Ｔｉ：０．０１％以下、
Ｃｕ：０．４０％以下、
Ｖ：０．３０％以下、
Ｂ：０．０２％以下及び
Ｍｇ：０．００３５％以下
からなる群から選択される１種または２種以上を含有することを特徴とする（１）記載の
熱間圧延棒線材。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係る熱間圧延棒線材は、ピン止め粒子（ＡｌＮなど）を微細分散させることに
よって結晶粒界のピン止めをすることができる。さらに、浸炭中のピン止め粒子の固溶・
粗大化を抑制することにより、従来よりも高温かつ短時間の浸炭を行っても結晶粒の粗大
化を抑制することができる。さらに、ＭｎＳを微細化することにより、従来鋼よりも被削
性に優れ、焼入れ性を高め、芯部硬さを向上することにより低サイクル疲労特性に優れる
。
【００２７】
　具体的には、本発明に係る熱間圧延棒線材を使用する場合には、熱間鍛造および切削後
に従来よりも高温で浸炭を行い、従来よりも短時間で浸炭を完了させる。歯車や軸受とし
ての性能を浸炭部品に付与することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の熱間圧延棒線材を歯車などの部品形状に加工する場合、連続鋳造した鋳片を圧
延した後、浸炭焼き入れ等の表面硬化処理の前に熱間鍛造と切削が行われる。その際、Ｍ
ｎＳは、切削加工に極めて有効である。すなわち、被削材である熱間圧延棒線材中のＭｎ
Ｓは、切削工具の摩耗による工具変化を抑制し、いわゆる工具寿命を延ばす効果を発現す
る。
【００２９】
　したがって、切削性を高めるには、鋼中にＭｎＳを生じさせることが望ましい。一方、
熱間圧延や熱間鍛造では、粗大なＭｎＳは延伸することが多い。そのため、ＭｎＳの粗大
化を抑制するためには、溶鋼中の固液界面エネルギーを低減し、デンドライト組織を微細
化することが望ましい。デンドライト組織は、硫化物の寸法に大きく影響し、デンドライ
ト組織が微細になるとともにＭｎＳの寸法も小さくなる。
【００３０】
　ＭｎＳを安定的にかつ効果的に微細分散させるには、微量のＢｉを添加し、溶鋼中の固
液界面エネルギーを低減させる。固液界面エネルギーが低減したことにより、デンドライ
ト組織が微細となり、そこから晶出する硫化物が微細化する。
【００３１】
　また、浸炭処理時の焼き入れ段階でマルテンサイト組織を得るための必要な冷却速度が
得られなくなり、局所的にベイナイト組織を含む不完全焼入れ組織を生成し、その結果芯
部の靭性が低下する恐れがある。
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【００３２】
　そこで、焼入れ性向上元素であるＭｎを添加し焼入れ性を向上することにより、ベイナ
イト組織を含む不完全焼入れ組織の生成を抑制することにより、浸炭後の芯部の硬さを向
上することができる。
【００３３】
　以下、本実施形態の熱間圧延棒線材における各成分元素の含有量について説明する。こ
こで、成分についての「％」は質量％である。
【００３４】
Ｃ：０．１３～０．４０％
　炭素（Ｃ）は、鋼の引張強度及び疲労強度を高める。一方、Ｃの含有量が多すぎれば、
鋼の冷間鍛造性が低下し、被削性も低下する。したがって、Ｃの含有量は０．１３～０．
４０％である。好ましいＣの含有量は０．１４～０．２８％であり、さらに好ましくは、
０．１５～０．２５％である。
【００３５】
Ｓｉ：０．０１～１．５％
　シリコン（Ｓｉ）は、鋼中のフェライトに固溶して、鋼の引張強度を高める。一方、Ｓ
ｉの含有量が多すぎれば、鋼の冷間鍛造性が低下する。したがって、Ｓｉの含有量は、０
．０１～１．５％である。好ましいＳｉの含有量は０．１５～０．７０％であり、さらに
好ましくは０．２０～０．３５％である。
【００３６】
Ｍｎ：１．０～２．０％
　マンガン（Ｍｎ）は、脱酸作用を有し、酸化物系介在物を低減する。さらに、浸炭焼入
れ時の焼入れ性を著しく高め、浸炭後の芯部の硬さを高める。Ｍｎはさらに、鋼中の硫黄
（Ｓ）と結合してＭｎＳを形成し、鋼の被削性を高める。一方、Ｍｎの含有量が高すぎれ
ば、粗大なＭｎＳが生成し、疲労強度が低下する。したがって、Ｍｎの含有量は、１．０
～２．０％である。好ましいＭｎの含有量は１．２０～１．７０％であり、さらに好まし
くは１．３０～１．６０％である。
【００３７】
Ｓ：０．０１５％以上０．０４０％未満
　硫黄（Ｓ）は、鋼中のＭｎと結合してＭｎ硫化物を形成し、鋼の被削性を高める。一方
、Ｓを過剰に含有すれば、鋼の疲労強度が低下する。したがって、Ｓの含有量は、０．０
１５％以上０．０４０％未満である。好ましいＳの含有量は０．０２０％以上０．０３０
％未満である。
【００３８】
Ｃｒ：０．０１～１．６０％
　クロム（Ｃｒ）は、鋼の焼入れ性及び引張強度を高める。本実施の形態による熱間圧延
棒線材により製造される機械部品は、浸炭処理や高周波焼入れにより鋼の表面を硬化する
場合がある。Ｃｒは、鋼の焼入れ性を高め、浸炭処理や高周波焼入れ後の鋼の表面硬度を
高める。一方、Ｃｒの含有量が多すぎると、鋼の冷間鍛造性や疲労強度が低下する。した
がって、Ｃｒの含有量は、０．０１～１．６０％である。鋼の焼入れ性及び引張強度を高
める場合、好ましいＣｒの含有量は、０．０３～１．５０％であり、さらに好ましくは、
０．１０～１．２０％である。
【００３９】
Ａｌ：０．０１０～０．０４５％
　Ａｌは脱酸作用を有すると同時に、Ｎと結合してＡｌＮを形成しやすく、浸炭加熱時の
オーステナイト粒粗大化防止に有効な元素である。しかし、Ａｌの含有量が０．０１０％
未満では、安定してオーステナイト粒の粗大化を防止できず、粗大化した場合は、疲労強
度が低下する。一方、Ａｌの含有量が０．０４５％を超えると、ＡｌＮが粗大となり、結
晶粒の粗大化抑制に寄与しなくなる。したがって、Ａｌの含有量を０．０１０～０．０４
５％とした。Ａｌの含有量の好ましい下限は０．０２０％であり、好ましい上限は０．０
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３５％である。
【００４０】
Ｎ：０．０１０～０．０２５％
　窒素（Ｎ）は、ＡｌＮ、Ｎｂ（ＣＮ）の析出による浸炭時の結晶粒の微細化、及び結晶
粒の粗大化抑制を目的として添加するが、０．０１０％未満ではその効果は不十分である
。一方、０．０２５％を超えるとその効果は飽和する。過剰なＮの添加は鋼を脆化させる
ため、鋳造、圧延時に割れ、キズの原因となる。以上の理由から、その含有量を０．０１
０～０．０２５％の範囲内にする必要がある。好適な範囲は０．０１３～０．０２０％で
ある。
【００４１】
Ｂｉ：０．０００１～０．０１００％
　Ｂｉは、本発明において重要な元素である。微量のＢｉを含有することによって、鋼の
凝固組織が微細化に伴い、硫化物が微細分散する。さらに、微量のＢｉを添加することに
より、結晶粒の粗大化を抑制するＡｌＮ等の析出物の浸炭時の成長・粗大化を抑制するこ
とができる。Ｍｎ硫化物の微細化効果を得るには、Ｂｉの含有率を０．０００１％以上と
する必要がある。しかし、Ｂｉの含有率が０．０１００％を超えると、デンドライト組織
の微細化効果が飽和し、かつ鋼の熱間加工性が劣化し、熱間圧延が困難となる。これらの
ことから、本発明では、Ｂｉの含有率を０．０００１～０．０１００％とする。被削性を
さらに向上させるには、Ｂｉの含有率を０．００１０％以上とすることが好ましい。
【００４２】
Ｐ：０．０５％以下
　燐（Ｐ）は不純物である。Ｐは鋼の冷間鍛造性や熱間加工性を低下する。したがって、
Ｐの含有量は少ない方が好ましい。Ｐの含有量は０．０５％以下である。好ましいＰの含
有量は０．０３５％以下であり、さらに好ましくは、０．０２０％以下である。
【００４３】
Ｏ（酸素）：０．０００５～０．００４０％
　Ｏは、Ａｌと結合して硬質な酸化物系介在物を形成する。酸化物系介在物が鋼中に多量
に存在すると、ＡｌＮやＮｂ（ＣＮ）の析出サイトとなり、熱間圧延時にＡｌＮやＮｂ（
ＣＮ）が粗大に析出し、浸炭時に結晶粒の粗大化を抑制できなくなる。そのため、Ｏの含
有量はできるだけ低減することが望ましい。以上の理由から、その含有量を０．００４０
％以下に制限する必要がある。なお、軸受部品、転動部品においては、酸化物系介在物が
転動疲労破壊の起点となるので、Ｏの含有量が低いほど転動寿命は向上する。そのため、
軸受部品、転動部品においては、Ｏの含有量を０ ．００１２％以下に制限するのが望ま
しい。
【００４４】
［選択元素について］
　本実施の形態による熱間圧延棒線材はさらに、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｖ、Ｂ
及びＭｇからなる群から選択される１種または２種以上を含有してもよい。Ｎｂ、Ｍｏ、
Ｎｉ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｖ、Ｂ及びＭｇはいずれも、鋼の疲労強度を高める。
【００４５】
Ｎｂ：０．０５％以下（０を含む）
　ニオブ（Ｎｂ）は、浸炭加熱の際に、鋼中のＣ、Ｎと結びついてＮｂ（ＣＮ）を形成し
、結晶粒の微細化、及び結晶粒の粗大化抑制に有効な元素である。Ｎｂの含有量が０．０
５％を超えると、素材の硬さが上昇し、加工性が劣化するとともに、Ｎｂ（ＣＮ）の析出
物が粗大になり、結晶粒の粗大化抑制には寄与しなくなる。以上の理由から、その含有量
を０．０５％以下の範囲内にする必要がある。好適範囲は０．０４％以下である。また、
Ｎｂの含有量の下限は、０．００１％以上がよい。
【００４６】
Ｍｏ：１．０％以下
　モリブデン（Ｍｏ）は、鋼の焼入れ性を高め、鋼の疲労強度を高める。また、Ｍｏは、



(8) JP 2017-115190 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

浸炭処理において、不完全焼入れ層を抑制する。Ｍｏを少しでも含有すれば、上記効果が
得られる。一方、Ｍｏの含有量が多すぎれば、鋼の被削性が低下する。さらに、鋼の製造
コストも高くなる。したがって、Ｍｏの含有量は、１．０％以下である。Ｍｏの含有量が
０．０２％以上であれば、上記効果が顕著に得られる。好ましいＭｏの含有量は０．０５
～０．５０％であり、さらに好ましくは、０．１０～０．３０％である。
【００４７】
Ｎｉ：１．０％以下
　ニッケル（Ｎｉ）は、焼入れ性を高める効果があり、より疲労強度を高めるために有効
な元素であるので、必要に応じて含有させてもよい。しかしながら、Ｎｉの含有量が１．
０％を超えると、焼入れ性の向上による疲労強度を高める効果が飽和するだけでなく、変
形抵抗が高くなり冷間鍛造性の低下が顕著となる。そのため、含有させる場合のＮｉの量
を１．０％以下とした。含有させる場合のＮｉの量は０．８％以下であることが好ましい
。さらに、Ｎｉの焼入れ性向上による疲労強度を高める効果を安定して得るためには、含
有させる場合のＮｉの量は０．１％以上であることが好ましい。
【００４８】
Ｔｉ：０．０１％以下
　チタン（Ｔｉ）は、鋼中のＮと結びついてＴｉＮを形成する。ＴｉＮの析出物は粗大で
あり、浸炭時の結晶粒の微細化、及び結晶粒の粗大化抑制に寄与しない。むしろ、ＴｉＮ
が存在すると、ＡｌＮやＮｂ（ＣＮ）の析出サイトとなり、熱間圧延時にＡｌＮやＮｂ（
ＣＮ）が粗大に析出し、浸炭時に結晶粒の粗大化を抑制できなくなる。そのため、Ｔｉの
量はできるだけ低減することが望ましい。以上の理由から、Ｔｉの含有量を０．０１％以
下に制限する必要がある。
【００４９】
Ｃｕ：０．４０％以下
　銅（Ｃｕ）は、鋼の焼入性を高める元素である。多量の添加は鋼材の表面性状の劣化や
合金コストの増加を招くため、上限を０．４０％とした。
【００５０】
Ｖ：０．３０％以下
　バナジウム（Ｖ）は、鋼中で炭化物を形成し、鋼の疲労強度を高める。バナジウム炭化
物は、フェライト中に析出して鋼の芯部（表層以外の部分）の強度を高める。Ｖを少しで
も含有すれば、上記効果が得られる。一方、Ｖの含有量が多すぎれば、鋼の冷間鍛造性及
び疲労強度が低下する。したがって、Ｖの含有量は０．３０％以下である。Ｖの含有量が
０．０３％以上であれば、上記効果が顕著に得られる。好ましいＶの含有量は０．０４～
０．２０％であり、さらに好ましくは、０．０５～０．１０％である。
【００５１】
Ｂ：０．０２％以下
　ボロン（Ｂ）は、鋼の焼入れ性を高め、鋼の疲労強度を高める。Ｂが少しでも含有され
れば、上記効果が得られる。Ｂの含有量が０．０２％を超えると、その効果は飽和する。
したがって、Ｂの含有量は０．０２％以下である。Ｂの含有量が０．０００５％以上であ
れば、上記効果が顕著に得られる。好ましいＢの含有量は、０．００１～０．０１２％で
あり、さらに好ましくは、０．００２０～０．０１０％である。
【００５２】
Ｍｇ：０．００３５％以下
　マグネシウム（Ｍｇ）は、Ａｌと同様に、鋼を脱酸し、鋼中の酸化物を微細化する。鋼
中の酸化物が微細化することにより、粗大酸化物を破壊起点とする確率が低下し、鋼の疲
労強度が高まる。Ｍｇを少しでも含有すれば、上記効果が得られる。一方、Ｍｇの含有量
が多すぎれば、上記効果は飽和し、かつ、鋼の被削性が低下する。したがって、Ｍｇの含
有量は０．００３５％以下である。Ｍｇの含有量が０．０００１％以上であれば、上記効
果が顕著に得られる。好ましいＭｇの含有量は０．０００３～０．００３０％であり、さ
らに好ましくは、０．０００５～０．００２５％である。
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【００５３】
　以上のように、本実施形態の熱間圧延棒線材は、上述の基本元素を含み、残部Ｆｅ及び
不可避的不純物からなる化学組成、または、上述の基本元素と、上述の選択元素から選択
される少なくとも１種とを含み、残部Ｆｅ及び不可避的不純物からなる化学組成を有する
。
【００５４】
［デンドライト組織］
　連続鋳造鋳片の凝固組織は、通常はデンドライト形態を呈している。鋼材中のＭｎＳは
、凝固前（溶鋼中）、または凝固時に晶出することが多く、デンドライト１次アーム間隔
に大きく影響を受ける。すなわち、デンドライト１次アーム間隔が小さければ、樹間に晶
出する硫化物は小さくなる。本実施形態の熱間圧延棒線材は、鋳片の段階におけるデンド
ライト１次アーム間隔が６００μｍ未満であることが望ましい。
【００５５】
［ＭｎＳ］
　ＭｎＳは、切削性の向上に有用であるため、その個数密度を確保することが必要である
。Ｓ量を増加すると被削性は向上する。円相当径で２μｍ未満のＭｎＳが３００個／ｍｍ
２以上の存在密度で鋼中に存在すると、工具の摩耗が抑制される。なお、介在物がＭｎＳ
であることは、走査電子顕微鏡に付属するエネルギー分散型Ｘ線解析によって確認すれば
よい。また、ＭｎＳの円相当径はＭｎＳの面積と等しい面積を有する円の直径であり、画
像解析によって求めることができる。同様に、ＭｎＳの個数密度は、画像解析によって求
められる。なお、介在物が硫化物であることは、走査電子顕微鏡に付属するエネルギー分
散型Ｘ線解析よって確認すればよい。
【００５６】
　本発明では、本発明の熱間圧延棒線材からなる鋼材の大形部品を、浸炭処理をした後に
残存する不完全焼入れ組織を低減し、マルテンサイト面積率を上昇させることで優れた芯
部硬さを得ることを狙いとしており、高い焼入性を付与することが重要となる。上記化学
成分中のＭｎおよびＳの質量％で示した含有量が、下記の式（１）を満足する必要がある
。
【００５７】
　［Ｍｎ］≧８．４×［Ｓ］＋０．９・・・（１）
【００５８】
　上述の通り、Ｍｎは、鋼中のＳと結合してＭｎＳを形成し、鋼の被削性を高める。すな
わち、従来鋼よりさらに焼き入れ性を高めるには、ＭｎＳとして消費されたＭｎの補充と
して式（１）を満たす必要がある。式（１）を満たさない場合、焼き入れ性に必要なＭｎ
が不足し、浸炭後の芯部の硬さを向上することができない。
【００５９】
［製造方法］
　本発明の一実施形態による熱間圧延棒線材の製造方法を説明する。本実施形態の熱間圧
延棒線材の製造方法は、上記の化学成分を有し、かつ表層から１５ｍｍの範囲内における
デンドライト１次アーム間隔が６００μｍ未満である鋳片を連続鋳造し、この鋳片を熱間
加工し、更に焼鈍することによって製造される。熱間加工は、熱間圧延を含んでもよい。
【００６０】
［連続鋳造工程］
　上記化学組成及び式（１）を満たす鋼の鋳片を連続鋳造法により製造する。造塊法によ
りインゴット（鋼塊）にしてもよい。鋳造条件は例えば、２２０×２２０ｍｍ角の鋳型を
用いて、タンディッシュ内の溶鋼のスーパーヒートを１０～５０℃とし、鋳込み速度を１
．０～１．５ｍ／分とする条件を例示できる。
【００６１】
　さらに、上述したデンドライト一次アーム間隔を６００μｍ未満にするために、上記化
学組成を有する溶鋼を鋳造する際に、鋳片表面から１５ｍｍの深さにおける液相線温度か
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ら固相線温度までの温度域内の平均冷却速度を１００℃／ｍｉｎ以上５００℃／ｍｉｎ以
下とすることが望ましい。平均冷却速度が１００℃／ｍｉｎ未満では、鋳片表面から１５
ｍｍの深さ位置におけるデンドライト一次アーム間隔を６００μｍ未満とすることが困難
となり、ＭｎＳを微細分散できないおそれがある。一方、５００℃／ｍｉｎ超では、デン
ドライト樹間から晶出するＭｎＳが微細になり過ぎ、切削性が低下してしまう恐れがある
。
【００６２】
　液相線温度から固相線温度までの温度域とは、凝固開始から凝固終了までの温度域のこ
とである。したがって、この温度域での平均冷却温度とは、鋳片の平均凝固速度を意味す
る。上記の平均冷却速度は、例えば、鋳型断面の大きさ、鋳込み速度等は適正な値に制御
すること、または鋳込み直後において、水冷に用いる冷却水量を増大させるなどの手段に
より達成できる。これは、連続鋳造法および造塊法共に適用可能である。
【００６３】
　上記の１５ｍｍ深さの冷却速度は、得られた鋳片の断面をピクリン酸にてエッチングし
、鋳片表面から１５ｍｍの深さの位置のそれぞれについて鋳込み方向に５ｍｍピッチでデ
ンドライト２次アーム間隔λ２（μｍ）を１００点測定し、次式に基づいて、その値から
スラブの液相線温度から固相線温度までの温度域内の冷却速度Ａ（℃／秒）を算出し、算
術平均した平均である。
【００６４】
　λ２＝７１０×Ａ－０．３９

【００６５】
　例えば、鋳造条件を変更した複数の鋳片を製造し、各鋳片における冷却速度を上記式に
より求め、得られた冷却速度から最適な鋳造条件を決定すればよい。
【００６６】
［熱間圧延］
　次いで、鋳片又はインゴットを分塊圧延等の熱間圧延して、ビレット（鋼片）を製造す
る。更に、ビレットを熱間圧延し、本実施形態の熱間圧延棒線材である棒鋼や線材とする
。熱間加工における圧下比に特に制限はない。
【００６７】
　熱間圧延は、例えば、ビレットを１１５０～１３００℃の加熱温度で１．５時間以上加
熱した後、仕上げ温度を９００～１１００℃として熱間圧延する。仕上げ圧延を行った後
、大気中で、冷却温度が８００～５００℃の温度範囲での冷却速度が０．１～１．０℃／
秒の範囲で冷却する。なお、好適範囲は０．７℃／秒以下である。仕上げ圧延を行った後
は、冷却速度が上記の放冷以下となる条件で、室温に至るまで冷却しても構わないが、生
産性を高めるためには、５００℃に至った時点で、空冷、ミスト冷却及び水冷など、適宜
の手段で冷却することが好ましい。なお、上記の加熱温度及び加熱時間はそれぞれ、炉内
の平均温度及び在炉時間を意味する。また、熱間圧延の仕上げ温度は、複数のスタンドを
備える圧延機の最終スタンド出口での棒線材の表面温度を意味する。仕上げ圧延を行った
後の冷却速度は、棒線材の表面での冷却速度を指す。
【００６８】
　更に、熱間圧延棒線材を機械部品等に加工する場合は、例えば、製造された棒鋼や線材
（熱間圧延棒線材）を熱間鍛造して、粗形状の中間品を製造する。中間品に対して調質処
理を実施してもよい。さらに、中間品を機械加工し、中間品を所定の形状にする。機械加
工はたとえば、切削や穿孔である。その後、浸炭処理や浸炭窒化処理といった表面硬化処
理を施す。
【００６９】
　表面硬化処理後の中間品を機械加工により所定の形状に切削することで、熱間圧延棒線
材からなる機械部品を製造する。
【実施例】
【００７０】
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　表１に示す化学組成を有する鋼Ａ～ＡＢを２７０ｔｏｎ転炉で溶製し、連続鋳造機を用
いて連続鋳造を実施して、２２０×２２０ｍｍ角の鋳片を製造した。なお、連続鋳造の凝
固途中の段階で圧下を加えた。
【００７１】
　鋳片の連続鋳造において、鋳片の表面から１５ｍｍの深さの位置における液相線温度か
ら固相線温度までの温度域内の平均冷却速度の変更は、鋳型の冷却水量を変更することに
よって行った。
【００７２】
　表１に示す鋼Ａ～Ｏは、本発明で規定する化学組成を有する鋼である。鋼Ｐ～Ｚは、化
学組成が本発明で規定する条件から外れた比較例の鋼である。表１中の数値の下線は、本
実施の形態による熱間圧延棒線材の範囲外であることを示す。
【００７３】
　連続鋳造により得られた鋳片を素材として、熱間鍛造を行い、棒鋼の試作を行った。本
実施例では、デンドライト組織観察用の試験片を採取するために、鋳片を一旦室温まで冷
却した。
【００７４】
　その後、各マークの鋳片を１２５０～１３００℃で２時間加熱した。加熱後の鋳片を最
終加工温度が９００～１１００℃の温度範囲で熱間圧延を行い、その後、８００～５００
℃の温度範囲では冷却速度が０．７℃／秒以下の条件で冷却を行い、５００℃に達した段
階で丸棒を放冷し、直径５５ｍｍの複数の丸棒を製造した。当該熱処理後の各鋼材の表面
割れの有無を目視にて判定した。このようにして、試験番号１～２８の熱間圧延棒線材を
製造した。
【００７５】
［凝固組織観察方法］
　凝固組織は、上記の鋳片の断面をピクリン酸にてエッチングし、鋳片表面から深さ方向
に１５ｍｍ位置を鋳込み方向に５ｍｍピッチでデンドライト１次アーム間隔を１００点測
定し、平均値を求めた。
【００７６】
［ミクロ組織観察方法］
　丸棒のミクロ組織を観察した。丸棒のＤ／４位置を軸方向に対して垂直に切断し、ミク
ロ組織観察用の試験片を採取した。試験片の切断面を研磨し、ナイタル腐食液で腐食した
。腐食後、４００倍の光学顕微鏡で、切断面の中央部のミクロ組織を観察した。各マーク
の丸棒のミクロ組織はいずれも、フェライト・パーライト組織であった。
【００７７】
　さらに、ミクロ組織観察用試験片を用いて、ＪＩＳ　Ｚ２２４４に規定されたビッカー
ス硬さ試験を実施した。５箇所の硬さを測定した結果、各マークの丸棒のビッカース硬さ
はいずれもＨｖ１３０～２００の範囲内であり、各マークの丸棒は、同程度の硬度を有し
た。
【００７８】
［ＭｎＳ観察方法］
　光学顕微鏡によって鋼の金属組織を観察し、組織中のコントラストからＭｎＳを判別し
た。なお、走査型電子顕微鏡とエネルギー分散型Ｘ線分光分析装置（ＥＤＳ）とを用いて
介在物を同定した。ＭｎＳ観察用試験片は、ミクロ観察用試験片と同じ位置である丸棒の
Ｄ／４位置を軸方向に対して垂直に切断し、試験片の長手方向を含む断面から、縦１０ｍ
ｍ×横１０ｍｍの研磨試験片を１０個作製し、これらの研磨試験片の所定位置を光学顕微
鏡にて１００倍で写真撮影して、０．９ｍｍ２の検査基準面積（領域）の画像を１０視野
分準備した。なお、本発明でのＭｎＳ観察視野は、９ｍｍ２である。その観察視野（画像
）中の円相当径が１μｍ以上のＭｎＳの粒径分布を検出した。これらの寸法（直径）は、
ＭｎＳの面積と同一の面積を有する円の直径を示す円相当径に換算した。検出したＭｎＳ
の粒径分布から、ＭｎＳの平均円相当径差を算出した。



(12) JP 2017-115190 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

【００７９】
［被削性試験］
　各鋼番号の丸棒について、被削性を評価した。
【００８０】
　具体的には、直径５５ｍｍで長さ５００ｍｍの試験材（丸棒）の外周部を、ＮＣ旋盤を
用いて、下記の条件で旋削加工し、被削性を調査した。
【００８１】
　切りくず処理性は、以下の方法で評価した。被削性試験中の１０秒間で排出された切り
くずを回収した。回収された切りくずの長さを調べ、長いものから順に１０個の切りくず
を選択した。選択された１０個の切りくずの総重量を「切りくず重量」と定義した。切り
くずが長くつながった結果、切りくずの総数が１０個未満である場合、回収された切りく
ずの総重量を測定し、１０個の個数に換算した値を「切りくず重量」と定義した。例えば
、切りくずの総数が７個であって、その総重量が１２ｇである場合、切りくず重量は、１
２ｇ×１０個／７個、と計算した。
【００８２】
　各マークの切りくず重量が１５ｇ以下であれば、切りくず処理性が高いと判断した。切
りくず重量が１５ｇを超える場合、切りくず処理性が低いと評価した。
【００８３】
＜使用チップ＞
　母材材質：超硬Ｐ２０種グレード、
　コーティング：なし。
＜旋削加工条件＞
　周速：２５０ｍ／分、
　送り：０．３５ｍｍ／ｒｅｖ、
　切り込み：１．０ｍｍ、
　潤滑：水溶性切削油を使用。
【００８４】
［粗大粒発生温度評価試験］
　機械加工後の中間品に、浸炭シミュレーションを行った。浸炭シミュレーションの条件
は、９１０～１０９０℃に５時間加熱―水冷である。その後、切断面に研磨―腐食を行い
、旧オーステナイト粒径を観察して粗大粒発生温度（結晶粒粗大化温度）を求めた。高温
浸炭は、通常１０００～１０５０℃で行われるため、粗大粒発生温度が１０００℃以下の
ものは、結晶粒粗大化特性に劣ると判断した。なお、旧オーステナイト粒度の測定は、Ｊ
ＩＳ　Ｇ　００５１に準じて行い、４００倍で１０視野程度観察し、粒度番号５番以下の
粗粒が１つでも存在すれば粗大粒発生と判定した。
【００８５】
［疲労特性評価］
　熱間加工後の直径５５ｍｍの丸棒の残材を用いて、疲労特性評価を実施した。具体的に
は、１３ｍｍ×１３ｍｍ×１００ｍｍの角棒の四点曲げ疲労試験片を採取して、浸炭焼入
れを行った。この浸炭焼入れでは、この試験片を、炭素ポテンシャルが０．８％の雰囲気
中で、９００℃に加熱し、５時間保持し、温度が１３０℃の油に焼入れた。さらに、試験
片を１５０℃で２時間保持し、焼戻しを行った。更に、油圧式サーボ疲労試験機を用いて
四点曲げ疲労試験を行った。また、ビッカース硬さ測定機を用いて四点曲げ疲労試験片の
芯部硬さを調べた。
【００８６】
　試験番号１６の５００回破断強度を１と定義し、各試験番号の５００回破断強度に対す
る相対値により評価した。相対値が１．２以上であれば低サイクル疲労特性に優れると判
断した。
【００８７】
　表１及び表２を参照して、鋼Ａ～Ｏの鋼の化学組成は、本実施の形態による熱間圧延棒
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鋼Ａ～Ｏは、優れた結晶粒粗大化抑制特性および被削性を有した。
【００８８】
　鋼Ｐは、ＪＩＳ　ＳＣｒ４２０に規定される鋼であり、Ｂｉを含有しなかった。また、
本発明で規定するＭｎＳの個数密度を満たさなかった。このため、被削性は低かった。具
体的には、切りくず重量が１５ｇを超えた。さらに、浸炭シミュレート中に析出物の粗大
化が起こり、粗大化抑制特性は劣った。
【００８９】
　鋼Ｑは、Ｎの含有量が本発明規定の範囲を下回った例である。このため、粗大化抑制特
性に劣った。具体的には、微細な析出物の個数が少なく、粗大化抑制特性に劣った。
【００９０】
　鋼Ｒは、Ｎの含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。このため、粗大な析出物
が存在し、析出物の微細分散が妨げられたため、粗大化抑制特性に劣った。
【００９１】
　鋼Ｓは、Ａｌの含有量が本発明規定の範囲を下回った例である。このため、粗大化抑制
特性に劣った。具体的には、微細な析出物の個数が少なく、粗大化抑制特性に劣った。
【００９２】
　鋼Ｔは、Ａｌの含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。このため、粗大な析出
物が存在し、析出物の微細分散が妨げられたため、粗大化抑制特性に劣った。
【００９３】
　鋼Ｕは、Ｔｉの含有量の含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。このため、粗
大な析出物が存在し、析出物の微細分散が妨げられたため、粗大化抑制特性に劣った。
【００９４】
　鋼Ｖは、Ｏの含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。このため、粗大な析出物
が存在し、析出物の微細分散が妨げられたため、粗大化抑制特性に劣った。
【００９５】
　鋼Ｗは、Ｂｉを含有したがＳの含有量が本発明規定の範囲を下回った例である。そのた
め、本発明で規定するＭｎＳの個数密度の規定を満たさなかった。このため、被削性に劣
った。
【００９６】
　鋼Ｘは、Ｓの含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。このため、Ｂｉを添加し
たにも関わらず、粗大なＭｎＳが存在し、低サイクル疲労寿命が劣った。
【００９７】
　鋼Ｙは、Ｎｂの含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。粗大なＮｂ（ＣＮ）が
存在し、ＡｌＮとＮｂ（ＣＮ）の微細分散が妨げられたため、粗大化抑制特性に劣った。
【００９８】
　鋼Ｚは、Ｂｉの含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。このため、熱間加工性
が低下し、割れが生じた。
【００９９】
　鋼ＡＡは、Ｍｎの含有量が本発明規定の範囲を下回った例である。このため、Ｂｉを添
加したにも関わらず、粗大なＭｎＳが存在し、低サイクル疲労寿命が劣った。
【０１００】
　鋼ＡＢは、Ｍｎの含有量が本発明規定の範囲を上回った例である。そのため浸炭部品の
芯部硬さが低く、低サイクル疲労寿命に劣った。
【０１０１】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、上述した実施の形態は本発明を実施するため
の例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施の形態に限定されることなく、その趣
旨を逸脱しない範囲内で上述した実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。
【０１０２】
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【表１】

【０１０３】
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【表２】
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